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１ いじめ防止基本方針策定に当たって 

 滝窪小学校は，教職員・保護者・地域が一体となって，いじめの問題に取り組むよう，「いじめ防止

対策推進法」第１３条の規定に基づき，いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する

ため，基本的な方針を策定します。 

令和７年 前橋市立滝窪小学校 

（１）基本的な考え方や方針等 

①いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条）  

  この法律において「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍してい

る等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が

心身の苦痛を感じているものをいう。                       

②いじめ防止基本方針策定の法律的根拠（いじめ防止対策推進法第 13条） 

   学校は，いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し，その学校の実情に応じ，

当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

③いじめ防止の基本的な考え方 

   いじめは，いじめを受けた児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみ

ならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。したがって，本校では，

すべての児童がいじめを行わず，及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放

置することがないように，いじめの防止のため次の３点を基本的な考え方として対策を講じます。 

（ア）いじめは，人として決して許されない行為です。しかしながら，どの児童にも，どの学校に

も起こり得ることから，学校，家庭，地域が一体となって，継続して，未然防止，早期発見，

早期対応に取り組みます。  

（イ）いじめ問題への取組にあたっては，校長のリーダーシップのもと，学校全体で組織的な取組

を進める必要があります。とりわけ，「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の

活動は，教育活動の在り方と密接にかかわっており，すべての教職員が日々実践します。 

（ウ）いじめられている児童の立場に立ち，その児童の心の痛みをしっかりと親身になって受け止

め，最後まで守り抜くという姿勢を貫き，いじめ問題を解決するために取り組みます。 

（２）めざす児童像 

 ・いじめをしない，自分で考え，判断し，思いやりを持った行動ができる児童 

 ・いじめをしない，自分だけでなく，友だちを大切にする児童 

 ・いじめを見逃さない，社会性のある児童 

 

２ いじめ防止対策推進委員会の組織及び校内体制 

＜構成員＞  

 校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・分校主任・養護教諭・（S.C） 

＜活動＞  

（１）いじめの早期発見に関すること。（アンケート調査，教育相談等）  

（２）いじめ防止に関すること。  

（３）いじめ事案に対する対応に関すること。  

（４）いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること。  

＜開催＞  

 月１回職員会議後を定例会とし，いじめ事案発生時は緊急開催とする。 
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３ いじめの未然防止 

（１）基本方針 

本校は，人間尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに，教育活動全体を通して，「いじめは

ぜったいに許されない行為である。」という認識を全教職員，全児童が共有できる学校風土を醸成す

る。 

（２）指導計画・研修計画  

＜「いじめ防止」全体計画＞ 

 

 

－ 別紙参照 － 

 

 

 （３）保護者・地域・他校・関係機関との連携  

・本方針を学校だよりやホームページ等を活用して，保護者や地域への周知を図る。 

・いじめ防止の取組について学校評価保護者アンケートや学校運営協議会での意見聴取等を元に検証

し，改善点等についての意見を検討する機会を設定するなどしてＰＤＣＡサイクルに基づく改善を

行う。 

・大胡小学校・大胡東小学校・大胡中学校と連携し，いじめを発見した際の情報の伝達を密に行う。 

・必要に応じ，児童相談所･警察等の地域の関係機関･相談機関と連携し協力体制を築く。 

（４）校内研修  

・校内研修を実施し，いじめに対する感度を高め，基本認識を共有するとともに，組織的な体制を整

える。 

・いじめ問題に関する指導上の留意点等について，教職員間の共通理解を図り，その観察力や対応力

の向上を図る。  

・いじめの構造やいじめの進行，いじめの変遷やいじめの態様等の研修を行う。  

（５）いじめに関する定期的なアンケート調査  

・いじめはどの学校でも，どの子にも起こりうるとの認識のもと，いじめの状況把握のため定期的な

アンケート調査を実施する。  

・月に 1回，生活アンケートを行い，実態の把握に努める。 

・アンケートは，学校行事等と関連させて学期や月に応じた質問項目をアンケートに設定する。 

（６）教職員の発言  

・教職員の不適切な発言（差別的な発言や児童を傷つける発言等）や体罰がいじめを助長することを

全教職員で確認する。  

・不適切な発言については一切排除し，職員同士が互いに注意し合えるようにする。 

（７）生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開  

・教職員と児童の「共感的人間関係」を基盤に，児童一人一人に「自己有用感」を持たせる場面や「自

己決定」する場面を授業のなかに取り入れて，「わかる授業」が展開できるようにする。 

・規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加，また活躍できる授業づくりや集団づくりを行う。 

・個での思考･活動と集団思考・活動の場を適切に設定し、コミュニケーション能力の育成を図り、集

団解決する授業を展開できるようにする。 

（８）道徳を中心とし意図的ないじめ防止の指導 

＜道徳教育＞  

・道徳的実践力を培う道徳教育の充実を図り，いじめ防止や生命尊重等をねらいとした道徳の指導や

取組を実践する。  
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＜人権教育＞ 

・人権意識と生命尊重の態度の育成を図る。人権教育の充実と，お互いを思いやり尊重し，生命を大

切にする指導を，学年や発達の段階に応じて行う。また指導計画にかかわらず，教育活動全体を通

して，自己有用感や社会性を培う取組や共感的人間関係を育成する指導・支援を継続する。  

＜体験活動＞  

・単に何かを体験すればよい，ただ交流すればよいといった位置づけや意識ではなく，児童の学年や

発達の段階に応じた，集団の一員としての自覚や態度，資質や能力を育てる。 

（９）教育相談機能の充実  

・気になる児童への声掛けを積極的に行い、児童の話を最後まで傾聴し、不安や悩みを受け止め、解

決に向けて粘り強く対応する。 

・スクールカウンセラー等も活用して児童の様々な悩みを気軽に相談できる体制を整え、児童がスト

レスをため込まないように配慮する。 

（10）児童の自発的な活動の支援  

・児童会活動において，いじめに関わる問題を取り上げて，児童が自主的に取り組む活動を指導・支

援していく。(年間を通したあいさつ運動の取組，いじめ防止フォーラム参加者の報告会等)この活

動を通して自分たちが「いじめをなくしていこう。」という意識を醸成していく。  

（11）ネットいじめへの対策の推進  

・児童及び保護者が，発信された情報の高度の流通性，発信者の匿名性，その他のインターネットを

通じて送信される情報の特性を踏まえて，インターネットを通じて行われるいじめを防止するとと

もに効果的に対処できるように，情報モラル教育の推進と保護者への啓発活動を行う。 

 

４ いじめの早期発見 

（１）基本方針 

「いじめはどの学校でも，どの子にも起こり得る」との認識のもと，いじめを早期に発見するため，

在籍する児童に対する定期的な調査等を次のとおり実施する。  

（２）児童のささいな変化に気づくための取組 

①児童対象いじめアンケート調査を毎月行う。  

②教育相談を通じた学級担任による保護者からの聞き取り（１１月）を行う。  

③昼休みや清掃時間も児童と一緒に活動したり、観察したりするなどして多角的な児童理解に努め

る。  

④子どもの日常の状況（日記，休み時間や放課後の雑談等）を通して気になる児童の様子に目を配

る。 

⑤発達障害等について適切に理解したうえで、一人一人を大切にした指導に当たる。 

⑥外国籍児童を取り巻く言語や文化等、生育環境の差について適切に理解したうえで、一人一人を

大切にした指導に当たる。 

⑦いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたり

するなど、気づきにくい形で行われることを共通理解する。 

（３）情報を確実に共有するための取組 

①休み時間や職員会議等に教師間の情報交換を緊密に行う。 

（４）情報に基づいた対応 

①いじめがあった場合の児童の変化の特徴を保護者に示し，速やかに学校に相談する等の啓発活 

動を行う。 
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打ち合わせ・職員会議により全職員に周知 

５ いじめに対する対応 

（１）発見から指導・組織的対応の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①いじめに関する情報（気になる情報）のキャッチ 

・言動の目撃 

・連絡帳や日記等から気になる

言葉を発見 

・子どもや保護者からの訴え 

・「アンケート」から発見 

・同僚からの情報提供 

独断で判断しない 

解決を焦らない 

管理職等に 

必ず報告 

《してはいけないこと》 

×自分の責任だと思い， 

自分だけで処理する 

×解決を焦る 

×指導力を否定されたと 

感じる 

最初に問題を 

認知した職員 
学級担任 

生徒指導担当 

いじめ不登校担当 

管理職 

（学校長・教頭） 

市教委・各種関係機関 

②生徒指導委員会開催・対応方針の決定・役割分担 

○上記の職員等で生徒指導委員会を開催する。必要に応じて支援チームを構成する。 

○情報の整理 

・いじめの様態，関係者・被害者・加害者・周囲の子どもの特徴など。 

・全職員に情報を提供する。 

○緊急度の確認 

・自殺，不登校，脅迫，暴行，等の危険度を確認する。 

・事情聴取や指導の際に留意すべきことを確認する。 

○役割分担 

・被害者の聴取と支援        ・加害者の聴取と指導 

・周囲の児童と全体への指導         ・保護者，関係機関への対応 

○事実の究明 

・いじめの状況，きっかけ等をじっくりと聴き，事実に基づく支援を行うようにする。 

・①被害者，②周囲にいる者（冷静に状況を捉えている者），③加害者の順に行う。 

③事実の究明と支援・指導 
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事情聴取の留意点 

・被害者，周囲にいた子，加害者ともに人目につかな

い場所と時間に配慮する。 

・子どもが話しやすい人，場所に配慮する。 

・できるだけ，子どもに話させ，教師は確認だけを行

うようにする。 

・複数の教員で確認しながら聴取をすすめる。 

・情報提供者の秘密は厳守し，報復等が起こらないよ

うにする。 

・聴取後は，当該児童を自宅まで送り届け，教師が保

護者に直接説明をする。 

事情聴取の段階でしてはいけないこと 

×被害者・加害者を同室で話をきくこと。 

×注意・叱責・説教だけで終わること。 

×双方の言い分だけを聞いて，すぐに仲直りを促すよ

うな指導をすること。 

×単に，謝ることだけで終わりにすること。 

×当事者同士の話し合いによる解決だけを促すよう

な指導を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④いじめの被害者・加害者・周囲の児童への指導と，保護者との連携 

・徹底していじめられた子の味方になる。 

・表面的な変化から解決したと判断せず支援を継続する。 

・学校は，いじめている側を絶対に許さないことと，今後の指導について伝える。 

・日記指導や面談等を定期的に行う。 

《保護者との連携》 

・事実が明らかになった時点で，保護者と面談を行い，学校で把握した事実を正確に伝える。

（電話での対応はしない） 

・学校として子どもを守り支援していくことを伝え，支援方針を具体的に示す。 

・対応経過をこまめに伝えるとともに子どもの様子について情報提供を受ける。 

・いじめの全貌が分かるまで相手の保護者との接触を避けてもらう。 

・安易に終結せず，事後 3ヶ月以上は経過観察を行う方針を伝え理解と協力を得る。 

 

 

・心情を理解しつつ，行った行為に対しては毅然と指導し，内省させ，加害者であることの

自覚をもたせる。 

・教師は中立の立場で，嘘やごまかしのない事実確認を行う。 

・いじめは許されないことを分からせ，責任転嫁を許さない。 

・教師との交流を通して，成長させる。 

《保護者との連携》 

・事情聴取後，保護者と面談を行い，事実を経過とともに伝え，その場で子どもに事実確認

をする。その際，電話での対応はしない。 

・相手の状況を伝え，いじめの深刻さを理解してもらう。 

・経過や子どもの変容をまめに伝える。 

・非協力的で，無理解な保護者には，場や対応する指導者を変えたりして，改めて事実の確

認と指導方針，教師の子どもを思う信念を示し，理解を求める。 

・学年等集団の問題として教師が本気で取り組んでいる姿勢を示す。 

Ⅰ 被害者への対応 

Ⅱ 加害者への対応 
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連携を必要とする状況 関係機関 

○発見状況の報告・対応方針の相談 市・県教委，教育事務所 

○子どもや保護者への対応の相談 県いじめ対策室 

○暴行・傷害事件・恐喝等の刑事事件の発生 児童相談所，警察 

○外傷や心的外傷を負っている場合 医療機関 

○被害者・加害者の心のケア 児童相談所 

 

 

（２）重大事態発生の場合 

①いじめの疑いに関する情報 

○第２２条「いじめの防止等の対策のための組織」でいじめの疑いに関する情報の収集と記録，共

有をする。 

○いじめの事実の確認を行い，結果を前橋市教育委員会へ報告する。   

②重大事態の発生 

○前橋市教育委員会に重大事態の発生を報告する。（前橋市教育委員会から前橋市長等に報告） 

ア）「生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（児童が自殺を企画した場合等） 

イ）「相当の期間学校を欠席することを余儀されている疑い」（年間３０日を目安。一定期間連続

して欠席しているような場合等は迅速に着手） 

※「児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」 

 

●滝窪小学校を調査主体とした場合（前橋市教育委員会が，重大事態の調査の主体を判断） 

  前橋市教育委員会の指導・支援のもと，以下のような対応に当たる。 

 １）滝窪小学校の下に，重大事態の調査組織を設置する。 

  ※組織の構成については，専門知識及び経験を有し，当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又

は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより，当該調査の公平性を確保する。 

 ※第２２条に基づく「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として，当該重大事態の性質に

応じて適切な専門家を加える等の方法も検討する。 

２）調査組織で，事実関係を明確にするための調査を実施する。  

 ※いじめ行為の事実関係を，可能な限り網羅的に明確にする。この際，因果関係の特定を急がず，

客観的な事実関係を速やかに調査する。  

 ※調査主体に不都合なことがあっても，事実にしっかり向き合う姿勢をもつ。  

 ※これまでに滝窪小学校で先行して調査している場合も，調査資料の再分析や必要に応じて新  

たな調査を実施する。 

３）いじめを受けた児童及びその保護者に対して情報を適切に提供する。 

 ※調査により明らかにあった事実関係について，いじめを受けた児童の不利益にならないよう，情

報を適切に提供する。（適宜・適切な方法で経過報告をしていく。）  

 ※関係者の個人情報に配慮しつつも，適切な情報を提供する。 

 ※調査の過程で収集したアンケートは，いじめられた児童や保護者に提供することを念頭におき，

・いじめの事実を伝えることは「チクる」こととは違い，人権と命を守る立派な行為である

ことを指導し，いじめの事実は早期に伝えさせる。 

・行動規範や言葉遣いなどについて振り返らせ，今後どのように行動したらよいのかを考え

させる。 

・学級活動等を通して，十分な注意を怠らず，継続して指導を行う。 

Ⅲ 観衆・傍観者

への対応 
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調査に先立ち，その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置をできるだけ講ずる。 

４）調査結果を前橋市教育委員会に報告する。 

 （→前橋市教育委員会から前橋市長等に報告する） 

 ※いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合には，いじめを受けた児童又はその保護者の

所見をまとめた文書の提供を受け，調査結果に添える。 

５）調査結果を踏まえた必要な措置を行う。 

 

●前橋市教育委員会が調査主体となる場合（前橋市教育委員会の指示のもと，資料の提出等，調査に

協力する） 

 

（３）いじめの相談･通報窓口 

①学校におけるいじめの相談・通報窓口  

１）前橋市立滝窪小学校・金丸分校 

  電話 ０２７－２８３－２０５６（本校），０２７－２８３－４４２０（分校）  

②学校以外のいじめの相談・通報窓口  

１）前橋市教育委員会事務局青少年課 いじめ相談ダイヤル 

  電話 ０２７－２５７－０８０８ 

２）群馬県総合教育センター いじめ・生徒指導相談室  

  電話 ０１２０－８８９－７５６ 

３）法務省 子どもの人権１１０番 

  電話 ０１２０－００７－１１０  

４）子どもと親のサポートセンター 

  電話 ０１２０－４１５－４４６  

 （臨床心理士，学校心理士などの相談員が交代で相談に応じる。 24時間対応）  

 

６ その他 

（１）公表･点検･評価 

①ホームページで本校のいじめ防止基本方針を示す。  

②学校いじめ防止基本方針を年度ごと，または状況に応じてその都度，見直しを行う。 

（２）保護者・地域への情報発信と啓発活動について 

①学級懇談会等で児童が自主的に取り組んでいるいじめ防止活動について紹介する。 

②市教委と連携して，ネット上のいじめ等を題材にした情報モラル教室を開催する。 
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（様式例） 

いじめ指導記録カード 

被害児

童 
年   組 

氏 

名 
性別  

担任氏

名 
 支援チーム  

いじめ

の 

状況 

＊いじめの様態 

 ＊加害者の状況 

 ＊周囲の子どもたちの状況 

 ＊保護者の状況 

 ＊いじめの発端 

 ＊いじめが発見されたきっかけ 

報告状

況 

第一報を， 

 ＊いつ 

 ＊誰が 

 ＊誰に 

 ＊どのような内容の報告を行ったか。 

対応状況 

年月日 被害者への対応内容 加害者への対応内容 

 

＊被害者の状況，対応内容，保護者への

対応，今後の方針を簡潔に記す。 

 

＊聴取した内容は別紙に記載 

＊加害者の状況，対応内容，保護者への   

対応，今後の方針を簡潔に記す。 

 

＊聴取した内容は別紙に記載 
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いじめ指導記録カード 

被害児

童 
年   組 

氏 

名 
性別  

担任氏

名 
 支援チーム  

いじめ

の 

状況 

 

報告状

況 

 

対応状況 

年月日 被害者への対応内容 加害者への対応内容 

   

 



令和７年度 滝窪小学校 全体計画 

学期 月 学校行事等 取組の内容 
中心となる担当者 

対応する組織 
授業との関連 校内研修との関連 

１
学
期 

４月 

新任式・始業式・入学式 

１年生を迎える会 

JRC登録式 

・人権感覚を意識した学級目標の決定 

・SC活用計画の立案 

・生活アンケートの実施と個別相談 

・学級担任 

・教育相談担当 

・担任・生徒指導主任 

国語・どうぞよろしく（１年） 

  ・つりばしわたれ（３年） 

算数・なかまづくりとかず（１年） 

・たし算（２年） 

・九九を見直そう（３年） 

・時刻と時間の計算（３年） 

生活・みんなとなかよくなりたいな（１年） 

家庭・工夫しよう朝の生活（６年） 

体育・たのしくあそぼう（１年） 

・多様な動き（２～４年） 

  ・かけっこ、リレー（２～４年） 

  ・体ほぐしの運動（５～６年） 

  ・短距離走、リレー（５～６年） 

道徳・たのしいがっこう（１年） 

  ・うまれたてのいのち（１年） 

  ・ぽんたとかんた（２年） 

  ・「命」（５年） 

音楽・さんぽ（１年） 

  ・こうか（１年） 

  ・かもつれっしゃ（１年） 

総合・滝小マップ（３年） 

  ・環境はかせになろう（４年） 

特活・ともだちとあそぼう（１年） 

  ・○年生になって（２～４年） 

  ・チャレンジクラスのキャッチフレーズ（６年） 

 



５月 

縦割り班発表 

あいさつ運動 

全校集会 

５年宿泊体験学習 

 

・いじめ防止基本方針作成にむけて（職

員会議） 

・あいさつ運動：気持ちをこめたあいさ

つが大切であることを指導する。 

・前期個人面談：いじめなどの傾向があ

れば、保護者から情報を収集する。 

・生活アンケートの実施と個別相談 

・職員会議 

 

・担任・児童会担当 

 

・担任・生徒指導主任 

国語・ききたいな、ともだちのはなし（１年） 

算数・わり算の筆算（４年） 

・小数の掛け算（５年） 

・分数の掛け算とわり算（６年） 

理科・魚のたんじょう（５年） 

生活・がっこうたんけん（１年） 

  ・がっこうにいるひととなかよくなろう（１年） 

図工・春の絵画指導（２～４年） 

  ・すなやつちとなかよし（１年） 

家庭・はじめてみようクッキング（５年） 

体育・からだつくりのうんどうあそび（１年） 

・鉄棒遊び（２～６年） 

  ・ボール投げゲーム（２年） 

  ・ゴール型ポートボール（３～４年） 

  ・ネット型ボールつきゲーム（３～４年） 

  ・ベースボール型テイーボール（５年） 

  ・ネット型ソフトバレーボール（６年） 

道徳・ありがとう（１年） 

  ・くつ、アンパンマンたん生（２年） 

  ・やさしいユウちゃん（５年） 

特活・1ねんせいになって（１年） 

・楽しい旅行（４年） 

  ・男の子女の子（４年） 

  ・宿泊体験学習へ行こう（５年） 

  ・おはよう活動を工夫しよう（６年） 

  ・男女の違いと協力（６年） 

・修学旅行を成功させよう（６年） 

・いじめ防止基本方針の見

直し 

６月 
プール開場式 

縦割集会 

・第1回いじめ防止対策推進会議 

 

・いじめ対策部会 

・特活主任・全職員 

国語・わけをはなそう（１年） 

  ・おおきくなった（１年） 
 



６年 修学旅行 ・生活アンケートの実施と個別相談 ・担任・生徒指導主任   ・おおきなかぶ（１年） 

算数・長さをはかろう（２年） 

・１００より大きい数（２年） 

・ちがいに目をつけて（４年） 

・小数のわり算（５年） 

・整数を仲間わけしよう（５年） 

・分数の掛け算とわり算（６年） 

生活・たねをまこう（１年） 

  ・せわをしよう（１年） 

  ・こうていでくさばなやむしをさがそう（１年） 

  ・みんなのこうえんであそぼう（１年） 

理科・チョウを育てよう（３年） 

社会・今に伝わる室町文化（６年） 

体育・ボールなげゲーム（１年） 

・水遊び（１～２年） 

  ・泳ぐ運動、浮く運動（３～４年） 

  ・クロール、平泳ぎ（５～６年） 

図工・みてみてあのね（１年） 

保健・心の健康（５年） 

  ・病気の予防（６年） 

道徳・ありがとう ごめんなさい（１年） 

音楽・しろくまのジェンカ（１年） 

特活・教室で遊ぶとき（１年） 

  ・みんなでなかよく（３年） 

  ・男女仲良く（４年） 

  ・ふわふわことばちくちくことば（１年） 

７月 

３年体験型万引き防止教室 

終業式 

 

・第2回いじめ防止対策推進会議 

・生活アンケートの実施と個別相談 

・職員会議・いじめ対策部会 

・担任・生徒指導主任 

国語・おむすびころりん（１年） 

  ・こんなことがあったよ（１年） 

・スイミー（２年） 

 



社会・身分と人々の暮らし（６年） 

  ・鎖国の中での交流（アイヌ）（６年） 

生活・みずであそぼう（１年） 

  ・たのしかったことをつたえよう（１年） 

算数・あまりのあるわり算（３年） 

・小数のしくみを調べよう（４年） 

・形も大きさも同じ図形を調べよう（５年） 

音楽・音楽会に向けて（３・４年） 

体育・水遊び（１～２年） 

・泳ぐ運動、浮く運動（３～４年） 

  ・水泳（５～６年） 

道徳・くまさんとおともだち（１年） 

特活・お楽しみ会の準備と計画（２年） 

  ・ふわふわことばちくちくことば（２年） 

２
学
期 

８月 

 ・いじめ対策部会 

いじめ防止基本方針の共通理解と全

体計画の見直し 

・いじめ対策部会 

・生徒指導主任  
・いじめ防止基本方針の共

通理解 

９月 

始業式 ・生活アンケートの実施と個別相談 ・担任・生徒指導主任 国語・ききたいな ともだちのはなし（１年） 

算数・なんじなんじはん（１年） 

・形を調べよう（２年） 

・掛け算の仕方（３年） 

・わり算の筆算（４年） 

・速さの表し方（６年） 

生活。みんなでどうぶつをかおう（１年） 

  ・むしとなかよくなろう（１年） 

体育・ひょうげんのうんどうあそび（１年） 

  ・走りのうんどうあそび（１年） 

・表現（２～６年） 

道徳・オリンピックパラリンピック（１年） 

 



  ・はしのうえのおおかみ（１年） 

  ・いいところみつけた（２年） 

  ・古いバケツ（５年） 

総合・学校紹介をしよう（５年） 

特活・ちがいを認め合おう（３年） 

・協力（４年） 

10月 

陸上記録会 

前橋まつり参加 

運動会 

音楽会発表 

５・６年情報モラル講習

会 

・音楽会や陸上記録会：児童の態度や技

能の向上については、その場でわかり

やすく賞賛する。 

・運動会：計画集会委員会が決定するス

ローガンのもと、お互いの協力があっ

て運動会ができることに気づかせる。 

・第３回いじめ防止対策推進会議 

二学期前半までの取り組みの総括 

・生活アンケートの実施と個別相談 

・音楽主任、体育主任、 

参加する全職員 

 

・体育主任・特活主任 

 

 

・いじめ対策部会 

 

・担任・生徒指導主任 

国語・くじらぐも（１年） 

算数・九九ビンゴ（２年） 

・大きい数のわり算（３年） 

・およその数（４年） 

・体積の求め方（６年） 

・比例をくわしく調べよう（６年） 

生活・はっぱやみきであそぼう（１年） 

音楽・鼓笛（５～６年） 

・音楽会（３～４年） 

図工・秋の絵画指導（全学年） 

・絵画鑑賞（全学年） 

体育・からだほぐし（１年） 

・走の運動遊び（１～２年） 

・鬼遊び（１～２年） 

  ・ハンドベースボール（３～４年） 

  ・幅跳び（３年） 

  ・高跳び（４～５年） 

  ・バスケットボール（５・６年） 

  ・ハードル走（６年） 

  ・とびばこ（５～６年） 

道徳・かずやくんのなみだ（１年） 

・わりこみ（２年） 

・だれとあそぼうかな（３年） 

・言語活動を主とした一人

一授業の実践および授

業研究会 



・折れたタワー（５年） 

特活・運動会にむけてがんばろう（全学年） 

・みんななかよく（１年） 

  ・エイズ（１年） 

  ・すききらいなくたべよう（１年） 

  ・男女仲良く（２年） 

  ・気持ちのよい会話（３年） 

  ・男女の協力（５年） 

  ・チャレンジクラスのキャッチフレーズを見直そう（６年） 

  ・アサーション（５年） 

11月 

車いす体験等 

縦割集会 

持久走大会 

人権週間 

・生活アンケートの実施と個別相談 

・後期個人面談：いじめなどの傾向があ

れば、保護者から情報を収集する。 

・担任・生徒指導主任 

・担任 

国語・ともだちのことしらせよう（１年） 

算数・かたちあそび（１年） 

・九九をつくろう（２年） 

・三角形のなかまを調べよう（３年） 

・計算のやくそくを調べよう（４年） 

生活・あきのおもちゃをつくろう（１年） 

  ・いっしょにあそぼう（１年） 

  ・はっぱやみであそぼう（１年） 

  ・じぶんのいちにちをみつめよう（１年） 

理科・人のたんじょう（５年） 

音楽・おとをききあって（１年） 

・鼓笛体験会（４～６年） 

家庭科・ごはんとみそ汁を作ろう（５年） 

体育・持久走（１～６年） 

  ・マット遊び（１～６年） 

道徳・どんなあいさつをしますか（１年） 

  ・わたしがおねえさんよ（１年） 

  ・くりのみ（２年） 

  ・いじめなんてしたくない（３年） 



特活・とくいわざはっぴょうかい（１年） 

・なかよし会に向けて（２年） 

  ・持久走大会に向けて（全学年） 

  ・仲間はずれ（４年） 

  ・チャレンジ集会をしよう（５・６年） 

・大切な友達（６年） 

12月 

人権週間 

 

あいさつ運動 

 

学校保健委員会 

終業式 

・人権週間では、校長は「人権講話」、担

任はDVD視聴 

・あいさつ運動：気持ちをこめたあいさ

つが大切であることを指導する。 

・テーマを決め、授業実践 

・生活アンケートの実施と個別相談 

・人権主任・校長 

 

・担任・児童会担当 

 

・SC・担任 

・担任・生徒指導担主任 

国語・わらしべちょうじゃ（１年） 

  ・てがみでしらせよう（１年） 

算数・どんなけいさんになるのかな（１年） 

・九九をつくろう（２年） 

・分数（４年） 

・面積の求め方（５年） 

生活・じぶんでできることをしよう（１年） 

  ・これからもつづけよう（１年） 

  ・むかしからつたわるあそびをたのしもう（１年） 

・おもちゃのひろば（２年） 

音楽・ねこのなきごえであそぼう（１年） 

・次年度鼓笛編成に向けて（４～５年） 

体育・ボール投げゲーム（１～２年） 

  ・マット遊び（３～６年） 

  ・表現（３～４年） 

道徳・やくそく（２年） 

  ・そうそうそこがおなじ、そうそうそこがちがう！（３年） 

  ・くずれ落ちただんボール箱（５年） 

特活・ふわふわことばちくちくことば（１年） 

・友達の良いところを見つけよう（５・６年） 

・エゴグラム、リフレーミング（６年） 

３
学期 １月 

始業式 

 

・生活アンケートの実施と個別相談 ・担任・生徒指導主任 国語・ききたいなともだちのはなし（１年） 

  ・たぬきの糸車（１年） 
 



お正月お楽しみ会 

（金丸分校） 

・点字を通して考える（４年） 

社会・私たちのくらしと日本国憲法（６年） 

  ・受ける情報、発信する情報（５年） 

算数・□を使った式（３年） 

・かけ算の筆算（３年） 

・小数のかけ算とわり算（４年） 

生活・ふゆのこうえんへいこう（１年） 

  ・そとであそぼう（１年） 

  ・ゆきやこおりであそぼう（１年） 

・できるようになったこと（２年） 

体育・多様な動きを作る（１～４年） 

  ・ボールけりゲーム（１年） 

道徳・やめろよ（１年） 

  ・ぐみの木と小鳥（２年） 

・いやなかんじ！！（３年） 

・すれちがい（５年） 

総合・まとめよう自分の６年間（６年） 

特活・かかりをこうたいしよう（１年） 

・友達を認め合う（４年） 

  ・卒業までのめあてをつくろう（６年） 

２月 

６年生を送る会 ・第４回いじめ防止対策推進会議 

 今年度の取り組みの反省と来年度 

 の課題をまとめる 

・６年生を送る会では、各クラスの出し

物をとおして6年生への感謝の気持ち

をあらわす。 

・生活アンケートの実施と個別相談 

・いじめ対策部会 

 

 

・5年担任・その他担任 

 

 

・担任・生徒指導主任 

国語・どうぶつの赤ちゃん（１年） 

算数・どちらがひろい（１年） 

  ・なんじなんぷん（１年） 

  ・ビルをつくろう（１年） 

  ・たしざんとひきざん（１年） 

・重さをはかろう（３年） 

・かたちで遊ぼう（４年） 

・分数のかけ算と割り算（５年）理科・人と環境（６年） 

生活・あたらしい１年生をしょうたいしよう（１年） 

 



  ・しょうたいしたことをはなしあおう（１年） 

  ・じぶんものがたり（２年） 

体育・跳び箱（１～４年） 

  ・ボールけりゲーム（１・２年） 

  ・リズム遊び（２年） 

  ・ネット型ボールつきゲーム（３～４年） 

  ・ゴール型サッカー（５～６年） 

  ・フォークダンス（５～６年） 

道徳・あなたってどんな人？（１年） 

  ・はしれさんりくてつどう（１年） 

  ・休みじかん（１年） 

  ・知らない間のできごと（５年） 

特活・感謝の気持ちを伝えよう（１・３年） 

  ・たくさんの友だち（２年） 

  ・言葉遣いの大切さ（３年） 

  ・友達を認め合う（４年） 

  ・チャレンジ集会をしよう（５年） 

  ・滝窪小学校のリーダー（５年） 

  ・生命の大切さ（６年） 

  ・５年生に引き継ぐこと（６年） 

３月 

縦割集会 

卒業式 

修了式 

・生活アンケートの実施と次学年への生

徒指導情報の引き継ぎ 

・生徒指導部会 

 

国語・ずうっとずっと大すきだよ（１年） 

  ・いいこといっぱい一年生（１年） 

  ・大造じいさんとガン（５年） 

社会・国際紛争と平和（６年） 

算数・かたちづくり（１年） 

・算数のまとめ（６年） 

生活・ありがとうわたしたちのきょうしつ（１年） 

・もうすぐ○○年生（２年） 

家庭・考えようこれからの生活、成長した私たち（６年） 

・研修のまとめ 

（いじめ記録指導カード

の取りまとめなど） 



体育・ボールけりゲーム（１年） 

  ・リズム遊び（１年） 

  ・ゴール型ミニサッカー（３～４年） 

  ・フォークダンス（５～６年） 

保健・毎日の生活と健康（３年） 

  ・育ちゆく体とわたし（４年） 

  ・けがの防止（５年） 

  ・病気の予防（６年） 

道徳・ハムスターの赤ちゃん（１年） 

  ・生きているから（２年） 

特活・かかりのがんばりをみつけよう（１・３・４年） 

 


